
鳥取県支え愛就労環境整備補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県支え愛就労環境整備補助金（以下「本補助金」という｡）の交

付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
 
（交付目的） 
第２条 本補助金は、就労困難者を新たに正規雇用する県内事業者に対して、雇い入れるために真に

必要な施設、設備等の整備、備品等の購入、研修の実施等に要する経費を補助することにより、就

労困難者の就労を促進することを目的として交付する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１）障がい者 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２条に規定す

る身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者、精神障害者をいう。 

（２）中間的就労体験者 鳥取県が行う低所得者等に係る中間的就労支援推進事業を体験した者をい

う。 

（３）中高年世代 ３５歳以上の年代層をいう。 

（４）不安定就労者等 次に掲げる者等安定した就労の経験が乏しい者をいう。 

ア 過去１年間正社員として雇用されておらず、かつ直近５年間に正社員としての雇用期間が通

算１年以下の者 

イ 概ね１年以上臨時的若しくは短期的な就業を繰り返す、又は臨時的若しくは短期的な就業と

失業状態を繰り返す等不安定就労の期間が長い者 

ウ 非正規雇用の就業経験が多い、又は正規雇用後１年未満の短期間で離職した者 

エ 過去１年以上雇用形態に関わらず雇用されていない者 

（５）就労困難者 障がい者、中間的就労体験者又は中高年世代の不安定就労者等のいずれか１つ以

上に該当する者をいう。 

（６）県内事業者 鳥取県内に本店、支社、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行う

ために必要な施設を有する事業者をいう。 

（７）正規雇用 期間の定めのない契約に基づく雇用とし、週労働時間が２０時間以上であるものを

いう。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１

８年厚生労働省令第１９号）第６条の１０第１号に規定される就労継続支援Ａ型に係る指定障害

者福祉サービス事業者での雇用を除く。 

 
（事業実施主体） 

第４条 本補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者のいずれか一方又は両方に該当する者を、県

内に存する施設で新たに正規雇用し、又は交付申請時点で正規雇用した日から起算して３ヵ月を経

過していない県内事業者とする。 

（１）中間的就労体験者 

（２）中高年世代の不安定就労者等 

 
（補助金の交付） 

第５条 県は、第２条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」と

いう。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）の額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）から補助事業

に伴う収入を控除した額に、同表の第４欄に定める率を乗じて得た額（同表の第５欄に定める額を

限度とする。）以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施



に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 
（交付申請の時期等） 
第６条 本補助金の交付申請は、事業開始の２０日前まで（４月１日に事業を開始する場合は４月

１０日まで）に行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 

３ 補助事業者は、交付申請時点で第４条各号のいずれか一方又は両方に該当する者を正規雇用して

いる場合（ただし、交付申請時点で雇入れ日から起算して３か月が経過していない場合に限る。）

は、雇用保険被保険資格取得等確認通知書、労働条件通知書の写し等正規雇用したことが分かる書

類、及び正規雇用した者が該当する項目ごとにそれぞれ次に掲げる書類を規則第５条の申請書に添

付しなければならない。なお、交付申請時点で正規雇用していない場合においては、交付決定の前

後に関わらず、正規雇用を行った後速やかに提出しなければならない。 

（１）障がい者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等障がい者であることを確認

できる書類 

（２）中間的就労体験者 鳥取県が行う低所得者等に係る中間的就労支援推進事業を体験した者であ

ることを確認できる書類 

（３）中高年世代の不安定就労者等 生年月日を確認できる書類及び雇入れ時点で不安定就労者等に

該当する者であることを確認できる書類 

 
（交付決定の時期等） 
第７条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うものとする。 
２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 
（承認を要しない変更） 
第８条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助対象経費の増額及び２割を超える減額

以外の変更とする。 
２ 前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 
 
（実績報告の時期等） 
第９条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃

止の日から３０日を経過する日と交付決定年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年

度の４月１０日 
２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞ

れ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 
 
（財産の処分制限） 

第１０条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４

０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知

事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの 

３ 第７条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。 

 

（実績報告後の状況確認及び情報発信への協力） 

第１１条 補助事業者は、実績報告をした日が属する年度の翌年度の末日までの間、正規雇用に要す

る経費に本補助金を充当した就労困難者の雇用状況について鳥取県が照会したときは、誠実かつ速

やかに回答しなければならない。 



２ 補助事業者は、本補助金に係る情報発信に関し、鳥取県から協力を求められたときは、業務に支

障のない範囲で協力するものとする。 

 
（雑則） 
第１２条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商工労働

部長が別に定める。 

  

附 則 
この要綱は、令和５年８月２４日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年３月２４日から施行し、令和７年度事業から適用する。 

 

別表（第５条関係） 

１ 補助事業 ２ 事業実施主体 ３ 補助対象経費 ４ 補助率 ５ 補助限度額 

支え愛就労環

境整備事業 

中間的就労体験者

と中高年世代の不

安定就労者等のい

ずれか一方又は両

方を、県内に存す

る施設で新たに正

規雇用し、又は交

付申請時点で正規

雇用した日から起

算して３ヵ月を経

過していない県内

事業者 

就労困難者を雇い入れるために

真に必要となる施設、設備等の

整備、備品等の購入、研修の実

施等に要する経費 

（工事請負費、備品購入費、委

託料、謝金、旅費、消耗品費、

役務費、使用料賃借料 等） 

※消費税及び地方消費税は対象

経費に含めない。 

※賃貸借契約に基づく使用料賃

借料については、補助対象期間

内に生じたものに限る。 

※県内事業者への発注に努めな

ければならない。ただし、やむ

を得ない事情で県内事業者への

発注が困難と県が認めた場合に

ついては、この限りでない。 

２／３ ３６０千円に新

たに正規雇用す

る就労困難者と

交付申請時点で

正規雇用した日

から起算して３

か月が経過して

いない就労困難

者の合計人数を

乗じて得た額を

上限とする。た

だし、同一年

度、同一事業者

への補助は１，

０００千円を超

えることができ

ない。 

 

 
 
 
 
 
 



様式第１号（第６条、第９条関係） 

 

 年度鳥取県支え愛就労環境整備補助金 事業計画（報告）書 

  

１ 事業者の概要 

事業者名  

事業所の所在地 〒 

 

担当者職・氏名  

連絡先 電話番号            電子メール 

 

２ 事業内容 

事業実施期間  年 月 日（事業開始予定日）～ 年 月 日（完了予定日） 

事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

障がい者、中間的

就労体験者及び中

高年世代の不安定

就労者等に係る正

規雇用予定者数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正規雇用等する（した）人数の内訳 

区分 
新たに正規雇用 

する（した）人数 

正規雇用している人数 

※交付申請時点で雇入

れ日から３ヵ月が経過

していない者に限る。 

合計 

障
が
い
者 

身体障がい者    

重度身体障がい者    

知的障がい者    

重度知的障がい者    

精神障がい者    

小計    

中間的就労体験者    

中高年世代の不安定就労者等    

合計（延べ人数）    

合計（実人数）    

 ※正規雇用に要する経費に本補助金を充当する（した）就労困難者

の人数のみを記載すること。 

 ※合計（実人数）は、３に記載する人数と一致させること。 



３ 障がい者、中間的就労体験者及び中高年世代の不安定就労者等の雇用（正規雇用のみ） 

番号 
ふりがな 

氏名 生年月日 障がい者 
中間的就
労体験者 

中高年齢
世代の不
安定就労
者等 

 
雇入れ年
月日（予
定） 

雇入れ施
設の名称
及び所在
地 

1     
   

2     
   

3     
   

注１）「障がい者」、「中間的就労体験者」及び「中高年世代の不安定就労者等」の欄は、新たに正

規雇用する予定の者ごとに該当する項目すべてに○を記載すること（複数の項目に該当する場合は、

そのすべてに○を記載すること）。 

注２）雇用後、雇用保険被保険資格取得等確認通知書や労働条件通知書の写し等の正規雇用したこと

が分かる書類を速やかに提出すること。正規雇用した者が該当する項目ごとに、それぞれ次に掲げ

る書類を速やかに提出すること（前記の書類で確認できる場合は、これを兼ねることができる）。

なお、交付申請時にすでに正規雇用している場合は、交付申請と同時に提出すること。 

（１）障がい者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等障がい者であることを確認

できる書類 

（２）中間的就労体験者 鳥取県が行う低所得者等に係る中間的就労支援推進事業を体験したことを

確認できる書類（確認できる書類がない場合は、正規雇用される者による誓約書で代えることが

できる） 

（３）中高年世代の不安定就労者等 生年月日を確認できる書類及び雇入れ時点で不安定就労者等で

あることを確認できる書類（不安定就労者等であることを確認できる書類がない場合は、正規雇

用される者による誓約書で代えることができる）注３）必要に応じて行を追加して記載すること。 

 

 

 

４ 他の補助金の活用の有無   

この事業を行うに際し他の補助金の活用の有無（いずれかに〇を記載）   有 ・ 無 

 

 

 

 

 

「有」の場合はその補助金名を記入してください。 

補助金名（                         ） 

事業内容（                         ） 

補助金所管団体名（                     ） 

上記の連絡先（                       ） 

 

 



様式第２号（第６条、第９条関係） 

 

  年度鳥取県支え愛就労環境整備補助金収支予算（決算）書 

 

 

１ 収入 

（単位：円） 

負担区分 予算額 決算額 備考 

県補助金    

自己財源    

その他    

合計    

 

 

２ 支出 

（単位：円） 

科目 予算額 決算額 備考 

工事請負費    

備品購入費    

委託料    

謝金    

旅費    

消耗品費    

役務費    

使用料賃借料    

合計    

※賃貸借契約に基づく使用料賃借料の場合は、備考欄に補助対象期間の総額と一月当たりの

額を記載すること。 

※科目の記載が補助事業者の通常使用している科目と異なる場合は、適宜変更して使用する

すること。ただし、内容が明確に分かるよう、必要に応じて備考欄に説明を記載すること。 

※表に記載のない科目は、必要に応じて適宜記載を追加すること。 



様式第３号（第７条関係） 

年   月   日  
              様 
 

鳥取県知事 
                                           （公印省略） 

  
年度 鳥取県支え愛就労環境整備補助金交付決定通知書 

 
   年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県支え愛就労環境

整備補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥

取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付するこ

とに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 
１ 対象事業 

 本補助金の対象事業の内容は、申請書記載のとおりとする。 
 
２  交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 
  (1) 算定基準額     金          円 
  (2) 交付決定額         金          円 

 
３  経費の配分 

 本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書記載の

とおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 
 
４  交付額の確定 

 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県支え愛就労環境整備補助金交付

要綱（令和５年８月２４日付第２０２３００１１７５８５号鳥取県商工労働部長通知。以下「要

綱」という。）第５条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の(２)の交付決定額（変更さ

れた場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 
 
５  補助規程の遵守 

 本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 


